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○茅ヶ崎市証紙条例 

平成７年３月２７日 

条例第６号 

改正 平成１２年１２月２２日条例第４６号 

平成１４年３月２７日条例第１２号 

平成１９年１２月１８日条例第４１号 

令和３年３月２５日条例第７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第１項の規定に基づき、証紙による収

入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（証紙による収入の方法により徴収する手数料） 

第２条 証紙による収入の方法により徴収する手数料は、別表のとおりとする。 

（証紙の種類及び形式） 

第３条 証紙の種類は、７００円とする。 

２ 証紙の形式は、規則で定める。 

（平１２条例４６・平１９条例４１・令３条例７・一部改正） 

（領収書の不発行） 

第４条 証紙による収入の方法により手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。 

（証紙の販売） 

第５条 証紙の販売は、市長の指定する者（以下「販売者」という。）が行う。 

２ 販売者は、証紙を市長の定めるところにより、市から買い受けるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により販売者を指定したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。指定を取り消

したときも、また同様とする。 

（証紙の無効） 

第６条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは損傷した証紙は、無効とする。 

（証紙の返還等） 

第７条 証紙は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを返還して現金の還付を受けることができない。 

(1) 証紙の種類若しくは形式を変更し、又は廃止したとき。 

(2) 販売者の指定を取り消したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特にやむを得ないと認めたとき。 

２ 証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、返還しようとする証紙の額面金額の合計額に対応する証紙販

売手数料に相当する額を同時に納付しなければならない。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成７年７月１日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第４６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年条例第１２号）抄 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年６月１日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第４１号）抄 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第７号） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条第１項に規定する７００円の証紙については、この条例の施行の日前においても、改正後の茅ヶ

崎市証紙条例の規定の例により販売することができる。 

３ 改正前の第３条第１項に規定する５００円の証紙については、改正後の茅ヶ崎市証紙条例の規定にかかわらず、

令和４年４月３０日までの間は、販売し、及び使用することができる。 

別表（第２条関係） 

（平１２条例４６・平１４条例１２・平１９条例４１・令３条例７・一部改正） 

名称 根拠規定 

一般家庭及びこれに準ずるものから排出されるもの

で市が戸別に収集するものに係る一般廃棄物処理手数

料 

茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する

条例（平成５年茅ヶ崎市条例第１号）第３５条第１項 

 


